
思ったことありませんか？

何でこの金額？ 私の賃金

交渉を通じて、賃金・手当や、子育て支援を中心とした休暇制度等で改
善をしてきました。すべて、現場教職員(中心は組合員)の要求から、でき
ています。組合へ加入して更なる改善へ共にがんばりませんか。

＜給料表内の数字部分について＞
① 賃金を受け取る人の「給料表」の金額に相当することを示しています。
『兵庫県広報』にでている「高等学校教職員給料表」（県立の特別支援学校
の勤務者も同じ）が相当します。
例えば ２５歳教諭の場合 ７(表)－２(級)－２４(号) で、236,600 円

（１級:実習教員･常勤講師､２級:教諭､３級:主幹教諭､４級:教頭､５級:校長）
※高教組は、非正規の常勤講師と教諭とで職務内容が同一なのに、異なる｢給
料表｣適用を問題視し、昨年度も署名を集めて交渉をしましたが、改善され
ていません。一方、静岡市など、４月より常勤講師の２級適用開始で 同一
労働同一賃金となっています。
② 1966年、文部省の調査で教員の一ヶ月の平均残業
時間が8時間程度をもとにした教職調整額4％(残業手
当ではない)を含んでいます。2019年高教組の勤務
実態調査では高校で平均15時間45分(1週間)の残業
があり、実態に合っていません。4％を増額しても、
超過勤務の解消にはなりません。解消には教職員定
数増で、1クラス定員を減らすしかないと追及してい
ます。※調整額には障害児学校教員などへの加算も含みます。
③ 勤務校のある地域によって民間の賃金水準・物価等が違うとして基本給に
上乗せされる手当。兵庫県は行革で1. 5％引き下げたままです。

④ 土日の部活動で支給される4号業務など。高教組青年部が交
渉で引き上げてきましたが、現在は、左下表のように引き下げら
れています。一方、改善したのは右下表です。

もう少し詳細に、４月１７日 １９：３０～オンラインで行います。組合員でなくても、どな

たでもご視聴できます。 Zoom ID: 847 1045 8871 Pass:0417

組合加入で課題を持ち合い、よりよい職場を共につくっていきましょう！

高教組 HPにも UPしています。「兵庫高教組」で検索

高教組は、昨年、全県の職場から３,３８４筆の署名を背景として県教育委員
会との賃金権利改定交渉をしました。皆さんの協力を得て月例給１．０％・期

末勤勉手当（ボーナス・一時金）０．１月の賃上げを勝ち取りました。

私たち公務員の賃金は、人事委員会（国では人事院）が、民間での賃上げ率

などを調査し、引き上げ率を県知事らに示します。これを人事委員会勧告とい

います。ですから、何もしなくても自然と賃上げがなされると考える方もおら

れますが、勧告とは無関係に「県財政がきびしい」として、賃金カットをする

といったこともあります。実際、現在も地域手当は削減されたままです。

今回の調査情報では、労使交渉の結果、支払われてい

る賃金を４月の給料表を例にとって解説するとともに、

私たちが改善を求めている課題を示します。


